
大分県医療ロボット・機器産業協議会 設置規程

第１章 総則

（名 称）

第１条 この団体は、大分県医療ロボット・機器産業協議会（以下「協議会」という。）という。

（目 的）

第２条 協議会は、大分県における医療ロボット・機器産業の形成を推進することにより、東九州メデ

ィカルバレー構想の実現と、県産業経済の発展に寄与することを目的とする。

（事 業）
第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 医療ロボット・機器産業形成のための支援

二 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

第２章 会員

（会 員）

第４条 会員は、大分県内に事業所を有し、かつ、協議会の目的に賛同し、医療ロボット・機器産

業に参入している又は参入に意欲のある法人、団体又は個人であって会長の承認を得たものとす

る。

（入 会）

第５条 企業会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認

を得なければならない。

第３章 役員

（役員および定数）
第６条 協議会に、次の役員を置く。

一 会 長 １人
二 副 会 長 ３人
三 理 事 若干名

四 監 事 ２人

（選任）

第７条 会長は、理事会において互選により定める。
２ 副会長、理事、監事は、会長が選任し、委嘱する。

（役員の職務）
第８条 会長は、協議会を代表し、業務を統轄する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
３ 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

４ 監事は、協議会の会計監査を行う。



（任 期）

第９条 役員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期
間とする。

３ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。

（顧 問）
第１０条 理事会に、顧問を置くことができる。
２ 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

３ 顧問は、理事会の運営に関して会長の諮問に応ずる。

（役員の報酬）

第１１条 役員は、無報酬とし、費用弁償も行わない。

第４章 総会

（総 会）
第１２条 総会は、毎年１回会長が招集する。
２ 総会は、会員に協議会の事業計画及び実績、予算及び決算、役員の選任等について報告を行う。

第５章 理事会

（理事会）

第１３条 理事会は、会長が招集する。
２ 理事会は、毎年度、年度初め（前年度事業終了後２ヶ月以内）及び年度末に開催する。そのほか次に
掲げる場合に開催することができる。

一 会長が必要と認めたとき。
二 理事現在数の３分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
３ 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会

の日の７日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合におい
て、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。

４ 第２項第２号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。

（理事会の議長）
第１４条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

（理事会の決議事項）
第１５条 理事会は、次に掲げる事項を決議し、総会に報告する。

一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 その他協議会の運営に関する重要な事項

（理事会の定足数及び議決方法）
第１６条 理事会は、理事現在数の３分の２以上の出席をもって成立する。

２ 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。



（理事会の書面表決等）

第１７条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

２ 前項の代理人は、代理権を証する書面を理事会ごとに議長に提出しなければならない。

３ 第１項の規定により表決権を行使する理事は、前条第１項及び第２項の規定の適用については出席し
たものとみなす。

第６章 専門部会

（専門部会の設置）
第１８条 協議会の下に、事業の円滑な推進を図るため専門部会（以下「部会」という。）を置く。

２ 部会は、協議会から委任された事項を所掌し、所掌分野の具体的な施策や事業について検討を行う。
３ 部会長は、会長が選任する。
４ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第７章 秘密保持及び知的財産権

（秘密保持）
第１９条 理事会、部会及び研究・開発に参加した者は、相互に開示した情報及び相互の接触交流により
知り得た相手方の情報で、開示に際して秘密である旨を明示した情報（以下「秘密情報」という。）に

関する取り扱いについては、参加メンバーと別途協議のうえ、「秘密保持に関する覚書」等を取り決め
ることとする。

（知的財産権）
第２０条 研究・開発に参加した会員は、「知的財産権」の取扱については、参加メンバーと別途協議のう
え、「知的財産権に関する覚書」等を取り決めることとする。

第８章 経費及び会計

（経費の構成）

第２１条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 負担金
二 その他の収入

（経費の管理）
第２２条 協議会の経費は、会長が管理し、その方法は、会長が別に定める。

（会計年度）
第２３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）
第２４条 協議会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を受けな

ければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

（暫定予算）

第２５条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、予
算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。



２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

（事業報告及び収支決算）
第２６条 協議会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、速やかに会長が次の書類を作成し、監
事に提出して、その監査を受けなければならない。

一 事業報告書
二 収支決算書

２ 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければ

ならない。

（剰余金の処理）

第２７条 協議会の収支決算に剰余金があるときは、翌年度に繰り越す。

第９章 設置規程の変更及び解散

（設置規程の変更）
第２８条 この設置規程は、理事会において、理事現在数の４分の３以上の同意を得なければ変更するこ
とができない。

（解散）
第２９条 協議会は、理事現在数の４分の３以上の同意があったとき解散する。

第１０章 事務局

（事務局）
第３０条 協議会は、事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
３ 職員の任免は、会長が行う。
４ 事務局の組織及び事業運営並びに職員の任免に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

５ 事務局は、大分県商工労働部産業集積推進室内（大分市大手町３丁目１番１号）に置く。

第１１章 補 則

（委 任）

第３１条 この設置規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この設置規程は、平成２６年３月２５日から施行する。

附 則
この設置規程は、平成２８年４月１日から施行する。

平成２８年３月３１日における大分県医療産業新規参入研究会の会員は、平成２８年４月１日に本協議
会に入会したものと見なす。


